
Ｈ２０年３月

１．現状

（１）職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等のデータとこれに対応する民間従業員のデータ
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※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16～18年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているものではない。

※２人以下の項目について、個人が特定されるものは公表しません。

(2)職種ごとの年齢別の人数のデータ（平成１９年４月１日現在）

①調理員 （単位：人）

②用務員 （単位：人）

③作業員　電話交換手　自動車運転手 （単位：人）

（３）その他給与に関する事項（給料表、手当、昇給基準等）等

・給料表
　　国の行政職給料表（二）を適用する。（但し、級の適用は国は５級までだが、３級までの適用）

・手当
　 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当

・昇給基準
　 毎年１月１日を評定日として勤務成績の評定を実施。標準の昇給は４号だが、平成２２年１月１日まで
 　に１号昇給抑制を実施しているので３号昇給。（但し、５７歳以上は１号昇給）

技能労務職員等の給与等の見直し向けた取組方針
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２．基本的な考え方

国、県、民間の同種の職種の給与等を参考に適正な給与制度となるように努めます。
退職した場合は、新規採用はしない退職不補充とし、民間委託や臨時職員の雇用で対応して行く予定
です。

３．具体的な取組内容

給料表及び諸手当について、毎年の人事院及び県の人事委員会の勧告を踏まえて、今後も適正な給与
等の改正を実施します。
特殊勤務手当は、技能労務職には支給していません。（一般職も平成１９年度から全廃）
今後、５年間で６名の退職が見込まれるが、いずれも退職不補充で新規の採用は予定してません。
技能労務職の事務・事業を精査する中で必要な業務については、民間委託や臨時職員の雇用で対応
して行く予定です。
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